
 
 
 

 
  

1 事件・事故の発生や目撃した場合は、すぐに１１０番をお願いします 

・ 現場の警察官を早急に現場に向かわせるため、住所や付近の目標となる建物な

どを順にお聞きしますので、落ち着いて質問に答えてください。 

・ １１０番通報を受理しながら、別の警察官が判明した内容を現場へ向かう警察

官に順次伝えています。 

・  １１０番通報では、知りたい情報から質問しますので、聞かれた内容に答えて

ください。 

２ いたずら電話は絶対にやめてください 
いたずら電話は、真に必要な事件・事故の１１０番通報が受理できなくなるなど、

警察業務に大きな支障をきたします。 

悪質ないたずらは、検挙される場合もありますので、絶対にや  

めてください。 

３ 携帯電話を利用される方へ 
 運転しながらの電話は、法律で固く禁止されています。 

 １１０番通報する際は、安全な場所に車を停めてから通報し

てください。 

   

 

安佐南警察署 

082-874-0110 

 

〇 落とし物の届出・検索がオンラインでも可能になりました！ 
令和６年１０月２１日から、広島県警ではオンラインでの遺失届の提出が可能に 

なりました。  

下記ＵＲＬもしくは、広島県警察のホームページを検索してご利用ください。 

  https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-otoshimono/ 

「→落とし物を探す」をクリック、中国地方「広島県」を選ぶと、 

〇落とし物・逃げた動物を探す 

  〇落とし物をした届（遺失届）を出す 

  〇拾得物件に関する届出等【（特例）施設占有者用】 

   ※事前登録がお済みの（特例）施設占有者用の方のみ利用可能なメニュー 

  〇遺失者の調査・回答【金融機関等】 

   ※事前登録がお済みの金融機関等の方のみ利用可能なメニュー 

の４つのメニューから選択が可能です。 

システム反映に時間がかかることがありますので、 

   お急ぎの場合は、警察署までお電話ください。 

ＳＮＳ型投資詐欺・ＳＮＳ型ロマンス詐欺について 

「必ず儲かる」「あなただけ」 

等という話は詐欺です。 

 怪しい勧誘については、 

  家族・警察 

 に相談しましょう！ 

 

令和７年 
1月号 

交番事件事故発生状況 
 ★ 交通事故      ★ 犯罪発生状況 

  (令和６年１１月)         (令和６年１１月) 
   

物件事故 ８２件    自転車盗  ３件 
 
車上ねらい １件 

人身事故  ５件     
 

 
 
 
 
     

ダウンロード 

はこちらから 

   1 月１０日は「１１０番の日」 
     ・ １１０番通報の適切な利用についてご理解・ご協力をお願いします 

・ 緊急の対応を要しない場合は警察相談電話「#９１１０」または     

安佐南警察署の代表電話を利用してください。 


